仕　様　書
京都市建設局自転車政策推進室
（担当：熊谷・和田 電話222-3565）

１　件名
　　三条大宮公園植栽への自転車等放置防止警告看板取り付

２　履行場所
　　〒６０４－８３３６　京都府京都市中京区三条大宮町２７２−１ 三条通
　　三条大宮公園内北側植栽地
　　※　別紙１「箇所図」参照

３　履行期間
　　契約締結から７月末日まで

４　業務内容
　　三条大宮公園内北側の植栽地に当室所有の自転車等放置防止警告看板（以下「警告看板」という。）３枚を設置するため、次のとおり作業を行うこと。
　・　警告看板（アルミ複合板t3×H295.0mm×W420.0mm）を固定するための固定柱を植栽地内３か所に各２本設置する。固定柱は、掘削を伴わない、杭の打込みなどの方法により固定し、風や公園利用者の寄りかかりなどで容易に引き抜けない強度を持たせること。
　・　子どもなど公園利用者のけがを防止するため、警告看板エッジ部に保護材を取り付けたうえで、固定柱に固定する。
　・　警告看板と固定柱、取り付金具の取付けついては、各部材接触面の防蝕対策（ゴム製パッキンによる絶縁またはビス・ボルトへの防水処理等）を行うこと。
・　なお、固定柱や保護材、取り付金具など、警告看板以外の部材は受注者により用意すること。
　・　警告看板の設置イメージは別紙２「看板設置イメージ」参照。

５　作業日時等
　　作業日時は平日の午前１０時から午後４時までとし、事前に当室と調整のうえ決定すること。
　　なお、三条会商店街のアーケード内は午後２時から午後９時までの間は車両通行禁止であることに留意すること（公園西側の大宮通は終日通行可）。


６　安全管理
　・　作業に当たっては、適切な安全対策を施し、公園利用者及び商店街利用者等の安全に十分配慮すること。
　・　公園内に車両を乗り入れないこと。
　・　作業中、事故等の問題が生じた場合は、警察・消防への通報を優先し、警察・消防への通報後、速やかに当室担当者に連絡すること。
　・　事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、本市は一切の責任を負わないため、受注者の責任により対応すること。
　・　作業実施者の安全管理については、受注者の責任により行うこと。

７　提出書類
　　業務完了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。
　　業務完了報告書には、着手前、作業中、完了時の様子が確認できる写真を載せること。

８　見積書の提出方法等
　・　本作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は本業務に含みますので、見積書に含めてください。
　・　業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び発生材の処分費は本業務に含みます。
　・　見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
　・　見積書の日付には、提出日を明記してください。
　・　見積書には、担当者の氏名及び連絡先を明記してください。
　・　見積書には、数量及び単価を記載してください。
　・　見積金額には、税抜き金額を記載し、その金額が税抜きであることを明記してください。
　・　見積書は、見積書提出締切日の午後５時までにＦＡＸ、郵送、持参又はメールのいずれかの方法により、担当者（熊谷）まで提出してください。
　　（提出先）
　　〒６０４－８５７１　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地
　　　　　　　　　　　　分庁舎３階　建設局自転車政策推進室
　　ＦＡＸ：０７５－２１３－００１７
　　メール：jitenshaseisaku@city.kyoto.lg.jp
　・　見積書の提出は、京都市競争入札参加有資格者である市内中小企業に限ります。
　・　契約が決定した事業者のみに、見積書提出締切日より１週間以内に御連絡します。


別紙１
箇所図
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　　　①　公園北側正面の植栽東側（大宮通側の角）
　　　　[image: ]
　　　②　公園北側正面の植栽東側（北側入り口付近）
　　　　[image: ]
　　　③　公園北側正面の植栽西側（北側入口より西）
　　　　[image: ]
別紙２
警告看板設置イメージ

1 　警告看板は当室で保有している既存看板（t3×H295mm×W420mm）を使用する。
　　　なお、当室が保有しているのは警告看板のみであり、固定柱と警告看板を固定するためのサドルバンド等の金具は保有していないため、必要な部材は受注者において用意すること。
　⑵　公園利用者が接触することで発生しうるけが等を防止するため、警告看板エッジ部（外周）にＵ字型溝ゴムなどの保護材を取り付ける。保護材は、設置箇所が屋外であることを考慮し、太陽光や風雨に対する耐候性を有するEPDM材等のものを採用すること。
　　　また、保護材は白色や黒色など警告看板に馴染む色とすること。
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自動的に生成された説明][image: ]保護材取付イメージ


2 　警告看板と固定柱の取り付イメージは下図のとおりとし、警告看板の底面部が植栽から高さ20～30cmの位置に来るように設置する。
[image: ]20～30cm
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